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 このことについて、令和２年４月８日付け子教第 1064号県教育委員会教育長通知「国に

おける緊急事態宣言に伴う市町村立学校における臨時休業等について」により、４月６日

からの臨時休業の期間を５月６日までとした、県立学校と同様の措置を執るよう要請した

ところです。 

この度、令和２年５月４日の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣

言の期間延長（令和２年５月 31日まで）を受け、同法に基づく緊急事態措置に係る神奈川

県実施方針について、別添写しのとおり知事から協力要請がありました。 

県教育委員会では、この要請を受け、県立学校（高等学校、中等教育学校、特別支援学

校）について、４月６日からの臨時休業の期間を５月 31日までとしました。 

つきましては、貴教育委員会所管の各学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校）についても、同様の措置を執るよう要請します。 

 また、臨時休業の延長期間においては、引き続き、次の対応についても特段の配慮を行

うよう併せてお願いします。 

 

 

１ 市町村立学校において、保護者等からの相談に応じる窓口を引き続き設置すること。 

 

２ 市町村立学校において、特段の事情により自宅で過ごすことができない幼児・児童・

生徒には、その居場所について、保護者と個別に相談、調整の上、対応すること。※１ 
 

※１ 幼稚園の幼児（預かり保育を含む）、小学校、義務教育学校前期課程の児童、特別支援学校、特

別支援学級の児童・生徒を想定 

 

３ 市町村立学校※２については、各市町村教育委員会が、地域の実情を踏まえ、休業期間

中に、短時間の学年別等の登校による、週１回程度の登校日（任意登校日）を設けるこ

とができること。その場合には、保護者の理解を得るとともに、感染防止対策に万全を

期すこと。 
 

※２ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程 

 

４ 市町村立学校における教職員の勤務については、県立学校の次の対応を参考とし、地



域等の実情を踏まえながら、同様の対応を執ること。 

＜県立学校における教職員の勤務＞ 

・ 原則として在宅勤務を実施する。在宅勤務が実施困難な場合は、拡大時差出勤や

年次休暇取得など、学校の実情に応じて対応を図る。 

 

 

 なお、臨時休業期間については、今後国の動向及び県内の感染状況により、期間の変更

も考えられることに御留意ください。また、県立学校においては、臨時休業期間の後、学

校の教育活動の再開についても、その時点の状況を踏まえ、児童・生徒の安全・安心を第

一に、準備期間を含め一定期間をおいてからの分散登校、時差通学・短縮授業などの段階

的な再開を検討することとしています。 

新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化していることから、県教育委員

会及び県内市町村教育委員会の対応について、今後も随時、情報の集約及び提供を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
問合せ先 

子ども教育支援課教育指導グループ  本間 

   ＴＥＬ 045-210-8217 

  子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ  長田 

   ＴＥＬ 045-210-8292 

    






















